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平
成
30
年
度
予
算
な
ど
40
件
を
可
決・同
意

　
平
成
30
年
第
１
回
定
例
会
は
２
月
23
日
か
ら
３
月
27
日
ま
で
33
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
初
日
の
本
会
議
で
は
市
長
か
ら
、

平
成
30
年
度
予
算
や
関
連
す
る
諸
議
案
の
審
議
に
あ
た
り
施
政
方
針
が
述
べ
ら
れ
、
各
会
計
予
算
な
ど
34
件
の
議
案
が
提
案
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
う
ち
21
件
が
所
管
の
常
任
委
員
会
で
審
査
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
主
な
議
案
の
審
査
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

　
な
お
、
定
例
会
最
終
日
の
３
月
27
日
に
は
、
市
長
か
ら
新
た
に
４
件
の
議
案
、
議
員
か
ら
議
案
１
件
と
意
見
書
案
１
件
が
提
案
さ
れ

ま
し
た
。
提
案
さ
れ
た
件
名
お
よ
び
審
議
結
果
は
、
最
終
面
「
平
成
30
年
第
１
回
定
例
会
の
会
議
結
果
」
の
と
お
り
で
す
。

３月定例会
　
厚
木
駅
南
地
区
に
お
け
る
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
化
を
促
進

す
る
た
め
の
改
正
で
す
。

　
本
条
例
に
は
市
内
９
カ
所
の
地
区
計
画
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

10
番
目
の
地
区
と
し
て
厚
木
駅
南
地
区
地
区
計
画
を
追
加
し
、
あ
わ

せ
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
、
全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

経
済
建
設
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
厚
木
駅
南
地
区
再
開
発
事
業
の
現
状
と
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の

効
果
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
現
在
、
地
元
組
織
は
準
備
組
合
と
い
う
段
階
で
す
。
再
開
発
組

合
の
設
立
に
向
け
て
、
個
々
の
権
利
者
に
具
体
的
な
判
断
材
料
を
提

示
し
て
合
意
形
成
を
進
め
て
い
ま
す
。
事
業
に
対
す
る
同
意
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
鉄
道
事
業
者
な
ど
28
名
の
権
利
者
の
86
％
、
面
積
で

は
９
割
以
上
に
相
当
す
る
同
意
を
得
て
い
ま
す
。

　
ま
ち
づ
く
り
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
市
街
地
再
開
発
事
業
が
進
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
厚
木
駅
周
辺
の
交
通
結
節
点
の
機
能
が
充
実
さ
れ
、

ま
た
、
駅
前
交
通
広
場
な
ど
の
公
共
施
設
の
整
備
や
地
区
の
防
災
機

能
が
強
化
さ
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
建
築
面
積
と
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

地
権
者
な
ど
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
て
い
る
か
伺
い
ま
す
。

答　
再
開
発
事
業
と
な
り
ま
す
の
で
、
土
地
の
高
度
利
用
を
目
的
と

す
る
こ
と
が
第
一
義
的
に
考
え
て
お
り
、
準
備
組
合
の
方
々
と
協
議

　
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
平
成
30
年
度
か
ら
32
年
度
ま
で
の
第

７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
に
係
る
介
護
保
険
料
の
見
直
し
な
ど

を
行
っ
た
も
の
で
す
。
改
正
に
あ
た
り
、
多
く
の
市
民
か
ら
サ
ー
ビ

ス
に
対
す
る
意
見
を
伺
う
と
と
も
に
、
介
護
保
険
運
営
協
議
会
で
保

険
料
額
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
文
教
社
会
常
任
委
員
会
で
は

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
が
、
審
査
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
第
７
期
で
は
、
５
１
２
０
円
と
前
期
の
基
準
額
か
ら
７
３
０
円

の
増
額
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
設
定
し
た
基
準
額
へ
の
考
え
方
を
伺

い
ま
す
。
ま
た
、
近
隣
市
の
状
況
を
伺
い
ま
す
。

答　
高
齢
者
の
増
加
に
伴
い
、
要
介
護
認
定
者
も
増
加
す
る
た
め
、

介
護
給
付
費
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
、
介
護
報
酬
の
プ
ラ
ス

改
定
、
地
域
区
分
の
変
更
に
よ
り
、
介
護
保
険
料
を
増
額
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
で
あ
る
と
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
基
金

を
取
り
崩
し
て
増
額
幅
を
抑
え
る
こ
と
で
、
本
市
は
県
下
市
町
村
の

中
で
７
番
目
に
安
い
金
額
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問　
生
活
保
護
受
給
者
や
所
得
の
低
い
世
帯
で
あ
る
第
１
・
第
２
段

階
に
と
っ
て
、
保
険
料
の
上
昇
は
更
な
る
生
活
の
圧
迫
を
懸
念
し
ま

す
が
、
負
担
割
合
の
改
定
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

答　
第
１
・
第
２
段
階
の
負
担
割
合
は
、
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計

画
を
踏
襲
し
、
国
に
よ
る
低
所
得
者
へ
の
保
険
料
の
補
助
と
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
負
担
割
合
と
し
て
お
り
ま
す
。

意
見
書
を
可
決

　
定
例
会
最
終
日
に
主
要
農
作
物
種
子
法
廃
止
に
際
し
、
日
本
の
種

子
保
全
の
施
策
を
求
め
る
意
見
書
が
議
員
提
案
さ
れ
、
全
員
賛
成
に

よ
り
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
意
見
書
で
は
、
戦
後
の
日
本
の
食
と
農
を
支
え
て
き
た
米
・
麦
・

大
豆
な
ど
の
主
要
農
産
物
の
種
子
の
維
持
・
開
発
の
た
め
の
優
良
な

種
子
の
生
産
・
普
及
を
進
め
て
き
た
主
要
農
作
物
種
子
法
（
昭
和
27

年
法
律
第
１
３
１
号
。）
が
、
２
０
１
８
年
４
月
１
日
に
廃
止
と
な

る
こ
と
か
ら
、
食
料
主
権
の
観
点
か
ら
日
本
の
種
子
を
保
全
す
る
た

め
積
極
的
な
施
策
を
す
る
こ
と
を
国
に
要
望
し
ま
し
た
。

を
経
た
上
で
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

行
政
財
産
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
け
る
使
用

に
係
る
使
用
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
係
る
使
用
料
の
基
準
と
な
る
評
価
額

の
算
定
方
法
、
使
用
料
の
納
入
年
度
を
明
確
に
定
め
る
た
め
の
も
の

で
、
全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
総
務
常
任
委
員
会
で
の
審
査

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
今
回
の
条
例
改
正
の
主
な
理
由
を
伺
い
ま
す
。

答　
目
的
外
使
用
料
の
基
準
と
な
る
不
動
産
の
評
価
額
に
つ
い
て
、

統
一
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
海
老
名
市
財
産

規
則
で
定
め
る
「
財
産
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
る
土
地
又
は
建
物
の

価
格
」
と
定
義
づ
け
、
公
正
性
を
高
め
る
も
の
で
す
。

問　
第
７
条
の
行
政
財
産
の
使
用
料
算
定
の
特
例
に
つ
い
て
、
詳
細

を
伺
い
ま
す
。

答　
目
的
外
使
用
料
の
基
準
と
な
る
評
価
額
は
、
取
得
時
の
価
格
が

わ
か
る
場
合
は
取
得
価
格
、
不
明
な
場
合
は
取
得
時
の
時
価
相
当
額

と
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
古
く
か
ら
市
が
所
有
し
て
い
る
道
路
、
水
路
、
河
川
な

ど
の
用
地
に
つ
い
て
は
、
資
産
価
値
を
１
円
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
用
地
に
つ
い
て
、
特
例
と
し
て
そ
の
近
傍
類
似
の
土
地
の
固

定
資
産
税
評
価
額
の
７
分
の
10
を
そ
の
用
地
の
評
価
額
と
す
る
規
定

で
す
。

地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
等
の

制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て


